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自転車の横断方法知っていますか？

<自転車横断帯がある場所での横断方法>

自転車は、道路や交差点又は
その付近に自転車横断帯があ
る場合は、自転車横断帯を通
行しなければなりません。

(道路交通法第63条の６)

<自転車横断帯がない場所での横断方法>

横断歩道に歩行者がいないなど、
歩行者の通行を妨げるおそれの
ない場合は、横断歩道を通行す
ることができます。

自転車横断帯があ
るのに横断歩道の
通行はダメ！

横断歩道と自転車横断帯のどちらも
あるところでは、横断歩道上ではなく、
必ず自転車横断帯を通行しましょう。

歩行者が優先！
自転車に乗ったまま
の通行はダメ！

横断歩道は歩行者が横断するための場所です
ので、横断中の歩行者の通行を妨げるおそれ
がある場合は、自転車に乗ったまま
通行してはいけません。

横断歩道は歩行者優先！！
自転車は交通ルールを守って通行しましょう。

自分の命を
守るため、
ヘルメット
を着用しま
しょう。
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